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令和元年１２月 ５日更新   

 

賃貸型応急住宅の供与に係る事務取扱 

 

宮城県保健福祉部震災援護室   

 

台風１９号に伴う災害に係る災害救助法第２３条第１項の規定に基づく応急仮設住宅として，以下に

より，民間賃貸住宅を借り上げる。 

 

１ 入居対象者（要件） 

（１）災害により住宅が全壊，全焼又は流出するなど居住する住宅がない者で，自らの資力をもってし

ては，住宅を確保することができない方 

（２）「半壊」（「大規模半壊」を含む。）であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅とし

ての利用ができず，自らの住居に居住できない方 

（３）二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある，ライフライン（水道，電気，ガス，道路等）

が途絶している，地すべり等により避難指示等を受けているなど，長期にわたり自らの住居に居住

できない方 

※ 市町村域を超えての避難者（原則被災市町村での供与とする。）も対象となること。 

 

２ 借上げの対象となる物件 

（１）民間賃貸住宅（アパート，貸家等）で，貸主が県を借主とする三者契約に同意しているもの。 

（２）昭和５６年６月１日以降に着工した新耐震基準を満たす県内の民間賃貸住宅 

※ 賃料は，別表の金額以下であること。 

 

３ 賃貸借契約の基本事項 

（１）賃貸借契約は，貸主・県（借主）・被災者（入居者）の三者により締結し，県は借り受けた物件を

被災者に供与する。 

（２）県は，毎月の賃料及び共益費・管理費，火災保険等損害保険料（２年分），仲介手数料（賃料の０．

５５月分）を負担する。また，退去修繕負担金（賃料の２ヶ月分）を初回賃料支払い時に貸主に支

払う。 

なお，公共料金，駐車場料金等上記以外の経費は，入居者が負担する。 

（３）入居期間は，２年以内とする。 

（４）賃貸型応急住宅の住み替えはできない。 

 

４ 既に個人で契約し民間賃貸住宅に入居している世帯の取扱い（切替契約） 

令和元年台風１９号に伴う発災以降，既に個人で契約し入居している世帯についても，１の入居

対象者（要件）及び２の借上げの対象となる物件の要件の双方に該当し，貸主が当初契約の際に既

に受領した家賃等を入居者に返金することについて同意が得られる場合（別添「切替契約に係る申
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出書」に記名・押印）には，県が借主となる賃貸借契約として契約締結する。 

 

５ 契約の流れ（別紙フローのとおり） 

  ① 仮設住宅申込み受付（入居希望者⇒市町村） 

・市町村は，賃貸型応急住宅としての民間賃貸住宅に入居を希望する者からの申込みを受け付

ける。 

※参考様式 別紙「賃貸型応急住宅入居希望調査票」 

② 対象者の入居要件確認 

・市町村は，住家の被災状況等，１の入居対象者の要件に該当するか，応急修理制度を利用し

ていないかどうか確認する。 

  ③ 宅地建物取引業者の紹介 

・市町村は，県から提供を受けた物件情報をもとに，入居希望者に対し，宅地建物取引業者を

紹介する。 

・入居者は，市町村から県指定様式（別紙「賃貸型応急住宅入居申込用紙」）の申込用紙を受け

取る。 

  ④ 入居先の相談 

    ・入居希望者は，宅地建物取引業者に対し物件情報を照会し，相談を行う。 

⑤ 物件の概要説明 

    ・宅地建物取引業者は，必要に応じて，入居者に内覧を案内する。 

  ⑥ 入居申込み（入居希望者⇒宅地建物取引業者） 

    ・物件が入居者の希望に合った場合には，宅地建物取引業者に入居申込みを行い，県指定様式

を記入する。 

  ⑦ 申込書等の送付及び入居要件確認報告（宅地建物取引業者⇒市町村⇒県） 

    ・宅地建物取引業者は，入居希望者から受領した県指定様式に必要事項を記入の上で市町村に

送付し，市町村は，内容を確認し県指定様式と併せてり災証明書（写し）を添付し県に送付

する。 

    ・切替契約の場合は，前記の書類に加え，既存の賃貸借契約書（写し）を添付すること。 

  ⑧ 入居決定通知（県⇒市町村） 

・県は，市町村から報告を受け，入居が認められる場合には市町村に入居決定通知する。 

  ⑨ 契約書発送 

    ・県は，市町村に契約書３通（県・貸主・入居者）を送付する。 

  ⑩ 契約書送付（市町村⇒宅地建物取引業者） 

・市町村は，宅地建物取引業者に契約書を送付し，貸主及び入居者に契約書３通の押印を依頼

する。 

  ⑪ 押印依頼及び重要事項説明 

・宅地建物取引業者は，市町村から送付された契約書について，貸主に対し押印依頼を行い，

入居希望者に対し押印依頼及び重要事項説明を行う。 

・切替契約の場合は，契約書に加え「切替契約に係る申出書」への押印も依頼する。 

 

⑫ 契約書の返送（宅地建物取引業者⇒市町村） 
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    ・宅地建物取引業者は，市町村に契約書を返送する。 

    ・切替契約の場合は，契約書に加え「切替契約に係る申出書」も返送する。 

  ⑬ 契約書の返送（市町村⇒県） 

・市町村は，貸主及び入居者により押印された契約書３通について，その内容を確認し，県に

返送する。 

⑭ 契約締結及び契約書の送付（県⇒市町村⇒宅地建物取引業者，入居者） 

・県は，契約書の内容が適正と認めたときは契約を締結し，県が１通を保管し，残り２通を市 

町村に送付する。 

  ⑮ 控え分契約書の送付（市町村⇒宅地建物取引業者，入居者） 

・市町村は，宅地建物取引業者及び入居者に契約書控えを送付し，各１通保管する。 

    ・必要に応じて，宅地建物取引業者は，物件の貸主に契約書を送付し保管する。 

 

６ その他 

（１）民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅に入居した場合，被災住宅の応急修理が対象外となる

ので，市町村は，入居希望者に十分説明し，確認すること。 

 

 

別 表 

民間賃貸住宅借り上げの賃料限度額 

入居世帯員数 月額賃料 

１人 ６０，０００円 

２人 ７５，０００円 

３～４人 ８０，０００円 

５人以上 １２０，０００円 

※ 賃料については、世帯人数に応じて賃料の上限を設定するため，賃料の範囲内で物件を選定する。

賃料に被災者が現金を上乗せ支弁する等については，認めてられていない。上限を超える賃料の

住家に居住する場合は，災害救助法の適用外になる。 

 

 


